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【具体的な改善案】

令和6 令和7 04 14

児童扶養手当支給事業 健康福祉部　こども家庭課　子育て支援係

2 「笑顔づくり」～安心と元気アップ！～ 1 子育て支援の充実

6

受給者数 人 438

対象児童数 人 648

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉を増進することを目的とする。
[事業主体]市
[対 象]父又は母と生計を同じくしていない児童（18歳に到達する年度末までにある児童又は20歳の誕生日の前日の属する月に政令で定める程度の障害のある児
童）を監護している父又は母又は両親に代わって養育している者に対して支給される。
[支給の制限]請求者（本人）及び生計同一の配偶者、扶養義務者の個々における所得が扶養親族等の数に応じて定める額未満であれば、手当の一部又は全部が支給
される。
[手 当 額]令和6年4月分から、全部支給：45,500円、第2子加算額　10,750円、第3子以降加算額　6,450円、一部支給：10,740円～45,490円、第2子加算額　5,380円～
10,740円、第3子以降加算額　児童一人増すごとに3,230円～6,440円ずつ
令和6年11月分から、第3子以降加算額が全部支給：10,750円、一部支給：児童一人増すごとに5,380円～10,740円ずつに引き上げ）
[補 助 率]国1/3・市2/3

児童を養育する家庭の生活安定と自立を促進している。
児童扶養手当の受給資格を確認及び審査の上、適正に支給を行っている。
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